
電
池
や
充
電
池
搭
載
品
は
有
害
ご
み
！
可
燃
・
不
燃
ご
み
に
入
れ
な
い
で
！

　
所
得
税
・
市
（
都
）
民
税
の
申
告

※
２
月
13
日
㈮
ま
で
、
税
務
署
で
の

相
談
は
、
事
前
予
約
が
必
要
で

す
。
入
場
整
理
券
の
配
布
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
オ
ン

ラ
イ
ン
事
前
予
約
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

さ
あ
、
自
宅
で
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と

　
　
　
　
　
ス
マ
ホ
で
申
告

▽
「
自
宅
か
ら
の
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
」
５

つ
の
メ
リ
ッ
ト

①
税
務
署
に
行
か
ず
に
申
告
可
能

②
24
時
間
利
用
可
能（
期
間
内
）

③
受
信
通
知
か
ら
い
つ
で
も
申
告
内

容
の
確
認
が
可
能

④
添
付
書
類
提
出
不
要

⑤
早
期
還
付（
３
週
間
程
度
）

※
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
を
利
用
す

る
と
、
控
除
証
明
書
等
の
デ
ー
タ

を
自
動
入
力
で
き
ま
す
。

※
利
用
に
は
事
前
準
備
が
必
要
で
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要

な
方

▽
給
与
所
得
者
の
場
合

●
令
和
７
年
中
の
給
与
収
入
金
額
が

２
千
万
円
を
超
え
る
方

●
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所

得
の
合
計
が
20
万
円
を
超
え
る
方

●
給
与
の
支
払
い
を
２
か
所
以
上
か

ら
受
け
て
い
る
方

●
年
末
調
整
を
さ
れ
な
か
っ
た
方

▽
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
者
な
ど

の
場
合

●
１
年
間
の
合
計
所
得
金
額
が
所
得

控
除
額
の
合
計
を
超
え
る
方
（
青

　
青
梅
税
務
署
で
は
、
所
得
税
、
復

興
特
別
所
得
税
、
個
人
事
業
者
の
消

費
税
、
地
方
消
費
税
、
贈
与
税
の
申

告
書
作
成
会
場
を
開
設
し
ま
す
。

※
原
則
、
自
身
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

で
、
申
告
書
を
作
成
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

青
梅
税
務
署
で
の

　
所
得
税
等
の
申
告
書

　
　
　
作
成
会
場
開
設
期
間

▽
日
時　
２
月
16
日
㈪
〜
３
月
16
日

㈪
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）

●
受
付
…
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４

時
）

●
相
談
…
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

▽
場
所　
青
梅
税
務
署

※
２
月
２
日
㈪
か
ら
３
月
16
日
㈪
ま

で
、
青
梅
税
務
署
の
駐
車
場
は
使

用
で
き
ま
せ
ん
（
身
体
障
が
い
者

用
車
両
な
ど
を
除
く
）。
Ｊ
Ｒ
青

梅
線
河
辺
駅
北
口
の
イ
オ
ン
ス
タ

イ
ル
河
辺
の
立
体
駐
車
場
５
〜
７

階
（
１
階
駐
車
不
可
）
か
、
公
共

交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
入
場
整
理
券　
申
告
書
作
成
会
場

で
の
相
談
は
、
入
場
整
理
券
が
必

要
で
す
。
当
日
、
会
場
で
配
布
す

る
ほ
か
、
２
次
元
コ
ー
ド
か
ら
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
で
国
税
庁
公
式
ア

カ
ウ
ン
ト
を
友
だ
ち
追
加
し
、
事

前
発
行
を
申
込
み
が
で
き
ま
す
。

※
入
場
整
理
券
の
配
布
状
況
に
応
じ

て
、
長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
場

合
や
、
受
付
を
早
く
締
め
切
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

色
申
告
特
別
控
除
を
適
用
す
る
方

は
除
く
）

▽
そ
の
他
、
確
定
申
告
に
よ
り
所
得

税
が
還
付
と
な
る
場
合

●
マ
イ
ホ
ー
ム
を
ロ
ー
ン
な
ど
で
取

得
し
た
場
合

●
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
場
合

●
災
害
な
ど
で
損
害
を
受
け
た
場
合　

な
ど

※
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

令
和
７
年
度
税
制
改
正

　
所
得
税
の
「
基
礎
控
除
」
や
「
給

与
所
得
控
除
」
に
関
す
る
見
直
し
、

「
特
定
親
族
特
別
控
除
」の
創
設
、「
扶

養
親
族
の
所
得
要
件
」
の
改
正
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

申
告
書
の

　
　
　
提
出
・
納
税
の
期
間

▽
令
和
７
年
分
の
所
得
税
・
復
興
特

別
所
得
税
の
確
定
申
告
書　
２
月

16
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪

※
還
付
申
告
は
、
２
月
16
日
㈪
以
前

で
も
提
出
で
き
ま
す
。

▽
令
和
７
年
分
の
贈
与
税
の
申
告
書

２
月
２
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪

▽
令
和
７
年
分
の
個
人
事
業
者
の
消

費
税
、
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告

書　
３
月
31
日
㈫
ま
で

申
告
書
の
提
出

　
申
告
書
等
の
控
え
に
収
受
日
付
印

は
押
し
ま
せ
ん
。
書
面
で
提
出
す
る

際
は
、
正
本
（
提
出
用
）
の
み
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
の
郵
送
な
ど
の
受
付

　
３
月
16
日
㈪
（
消
印
有
効
）
ま
で

に
申
告
書
と
必
要
書
類
を
同
封
し
、

郵
送
か
信
書
便
で
提
出
で
き
ま
す
。

▽
送
付
先　
東
京
国
税
局
業
務
セ
ン

タ
ー
武
蔵
府
中
分
室
（
青
梅
税
務

署
）（
〒
１
８
３

－

８
５
１
０　

府
中
市
本
町
４

－

２
）

「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」

　
　
　
の
添
付
が
必
要
で
す

　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
に
は
、
医

療
費
の
領
収
書
の
代
わ
り
に
、
医
療

費
控
除
の
明
細
書
の
添
付
が
必
要
で

す（
領
収
書
の
提
出
は
不
要
で
す
が
、

税
務
署
か
ら
提
示
・
提
出
を
求
め
ら

れ
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
５
年
間
の

保
管
が
必
要
で
す
）。

　
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け
た

医
療
費
通
知
を
添
付
し
た
場
合
、
医

療
費
控
除
の
明
細
書
の
記
入
を
省
略

で
き
ま
す
。
医
療
費
通
知
と
は
、
健

康
保
険
組
合
等
が
発
行
す
る
「
医
療

費
の
お
知
ら
せ
」な
ど
で
す
。

※
医
療
費
通
知
に
、
自
己
負
担
額
が

記
載
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
確
定

申
告
に
使
用
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
加
入
し
て
い
る
健
康
保

険
組
合
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

の
記
載
も
必
要
で
す

　
所
得
税
、
復
興
特
別
所
得
税
な
ど

の
申
告
書
に
は
、
税
務
署
へ
提
出
の

都
度
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

の
記
載
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
社
会
保

障
・
税
番
号
制
度
に
関
す
る
こ
と

は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル
﹇
☎
０
１
２
０
・
95
・

０
１
７
８（
無
料
）﹈へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

に
せ
税
理
士
・
に
せ
税
理
士

法
人
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
税
理
士
資
格
の
無
い
者
が
税
務
相

談
、
税
務
書
類
の
作
成
、
税
務
代
理

を
す
る
こ
と
は
、
法
律
で
禁
じ
ら
れ

て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
専
門
的
知

識
が
欠
け
て
い
る
等
の
た
め
依
頼
者

※
事
前
申
込
み
サ
イ
ト
に
つ
い
て

は
、
青
梅
税
務
署
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

市
が
実
施
す
る申告

・
相
談
受
付

　
市
で
は
、
市
（
都
）
民
税
の
申
告

受
付
と
と
も
に
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
の

申
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
方
を

対
象
と
し
て
、
簡
易
な
所
得
税
等
の

確
定
申
告
書
作
成
支
援
と
申
告
受
付

け
を
行
い
ま
す
。

（
納
税
者
）
が
不
測
の
損
害
を
被
る

お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
。
税
理
士
は
、

税
理
士
証
票
を
携
帯
し
、
税
理
士

バ
ッ
ジ
を
着
用
し
て
い
ま
す
。

青
梅
税
務
署
主
催

税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告

　
　
　
相
談
（
事
前
予
約
制
）

▽
期
日
・
場
所

●
１
月
29
日
㈭
・
30
日
㈮
…
五
日
市

出
張
所
２
階
会
議
室

●
２
月
４
日
㈬
〜
６
日
㈮
…
ト
ラ
ス

ト
ル
ピ
ア
３
階
ル
ピ
ア
ホ
ー
ル

▽
申
込
み
方
法　
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ

る
事
前
申
込
み
が
必
要
で
す
（
電

話
受
付
不
可
）。

国税庁
友だち追加
（LINE）

国税庁HP
特設サイト

オンライン
事前申込み
サイト

4
面
の
つ
づ
き

市（都）民税の申告が必要な方

マイナポータル連携の詳細

国税庁確定申告書等
作成コーナー

税務署で確定申告する方令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
、
あ
き
る
野
市
に
住
所
が
あ
る
方

令
和
７
年
中
に
収
入
が
あ
る
方

令
和
７
年
中
に
収
入
が
な
い
方

給与収入のみの方で勤務先から市へ給与支払報告書
（源泉徴収票）が提出されている方

公的年金などの収入のみの方

上記以外の方
（税務署で確定申告の必要がないと言われた方を含む。）

市内の親族に扶養（税法上）されている方

不　要

必　要

不　要

必　要
（未申告の場合、国民健
康保険税、保育料等に影
響する場合があるほか、
非課税証明書を発行する
ことができません。）

不要ですが、源泉徴収票
に記載の無い控除を受け
る場合は申告が必要です。

　　　　　　　　　その他の方
例えば
・　仕送り・蓄えなどにより生活している方
・　市外の親族に扶養（税法上）されている方
・　障害・遺族年金を受給している方
・　配偶者控除が受けられなくなる配偶者の方　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

5
面
へ
つ
づ
く

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和８年（2026年）１月 15日 （4）

（以下は広告枠です）


